
平成 28 年 4 月 1 日より、従来の「新築住宅」の長期優良住

宅の認定申請に加え、新たに「既存住宅の増築又は改築」をす

る場合の、認定申請の受付を開始します。 

◆ 既存の住宅で、増築又は改築（改修工事含む）を行う場合に適用されます。 

例えば、耐震改修工事や断熱改修工事などで、構造及び設備などを既存住宅の

認定基準に適合させた住宅とした場合などが対象となります。 

  新築時に長期優良住宅の認定を受けた住宅の増改築に関しては、新築時の変更

申請となり、その際の基準は、新築住宅の基準が適用されます。 

 また、増築又は改築の認定を受けた住宅に関しては、増築又は改築時の変更申

請となり、その際の基準は、増築又は改築の基準が適用されます。 

◆ 既存住宅の認定基準は、新築住宅の認定基準とは異なります。 

詳細については、次ページの比較表をご参照下さい。 

  今回の増築又は改築を行った部分だけではなく、工事を行わない既存部分に関

しても、認定基準に適用する必要があります。 

また、既存の住宅が建築基準法に適法している必要があります。 

注意！

注意！



〈認定基準〉 




